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※　買換え（交換・代替）の特例の適用を受けた場合、買換（交換・代替）資産として取得された（される）資産を将来譲渡した
ときの取得費やその資産が業務用資産であるときの減価償却費の額の計算は、その資産の実際の取得価額ではなく、譲
渡（売却）された資産から引き継がれた取得価額を基に一定の計算をすることになりますので、ご注意ください。

買 換 え （ 交 換 ・ 代 替 ） の 特 例 の 適 用 を 受 け る 場 合（※） の 譲 渡 所 得 の 計 算


